
鹿児島県地域公共交通計画（案）に係る 

パブリック・コメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

 令和６年１月 16 日（火）から令和６年２月 15 日（木） 

 

２ 意見の件数 

１人（６件） 

 

３ 意見の概要と県の考え方 

受付 項目 意見の概要 県の考え方 

１ 第８章 ８－１

公共交通の改善

による交流・お

でかけの活発化

「交通モードを

跨いだダイヤ調

整・乗継環境整

備」 

交通モードを跨いだダイ

ヤ調整・乗継環境整備が効果

的で重要になると思います。 

 ただし，バスがあるとはい

え離島航路の鹿児島におけ

る桟橋（桜島桟橋含）と市街

地の接続は劣悪であります。

世界遺産に認定されたた屋

久島・奄美などへ移動する外

国人旅行者の多くが大きな

荷物と共に移動している姿

を見かけます。 

少々話が大きくなります

が，鹿児島市電を早期に延長

し，ＪＲ鹿児島駅～桜島桟橋

～種子島・屋久島桟橋～奄美

桟橋～この先は鹿児島市民

文化ホール～県庁～郡元か

鹿児島中央駅，いづろに至る

ルートを整備すべきです。 

今話題になっているドル

フィンポート跡地利用の議

論も大事ですが，先ずは交通

手段の確保が先決です。 

 

 離島航路を含む交通モード

間の乗継環境整備について

は，県においても重要である

と考えています。本計画に基

づく施策を推進するに当たっ

ては，関係する交通事業者等

と連携しながら取り組んでま

いります。 

 また，鹿児島市電につきま

しては，県も参画する鹿児島

市が設置する協議会などの場

において検討されるものと考

えておりますが，ご意見につ

いては同市に伝えてまいりま

す。 



受付 項目 意見の概要 県の考え方 

１ 第８章 ８－１ 

公共交通の改善

による交流・お

で か け の 活 発

化，８－２ 公

共交通を含む関

係者間の連携・

協働による地域

経 済 の 活 性 化

「交通以外の分

野との共創の推

進」 

地域住民と観光客のニー

ズは重ならない部分もある

ので，観光交通部会を別途設

けていただきたい。 

 本計画の策定に当たって協

議している県地域公共交通協

議会においても，県観光連盟

に参画いただいております。

県においても，公共交通と他

分野の連携・協働は重要であ

ると考えていることから，引

き続き，関係者と協議してま

いります。 

  

 

第８章 ８－２ 

公共交通を含む

関 係 者 間 の 連

携・協働による

地域経済の活性

化「ＭａａＳや

キャッシュレス

決済の推進」 

本県におけるキャッシュ

レスはラピカとか南国交通

の空港リムジンバスのクレ

ジットカード決済，ＪＲのＳ

ＵＧＯＣＡなどがあるが，バ

スとＪＲが相互に使えない

ので早急に取り組んでいた

だきたい。 

鹿児島だけが全国でも取

り残されている感じです。 

 キャッシュレス決済におけ

るバスとＪＲの相互利用につ

きましては，機器の導入・更新

に多額の費用を要すること等

が課題であると認識しており

ます。 

 県においても，交通モード

間の乗継環境整備について

は，重要であると考えている

ことから，交通事業者等の関

係者と連携しながら取り組ん

でまいります。 

第８章 ８－３ 

地域旅客運送サ

ービスの持続性

向上 

「幹線交通の確

保維持やＧＸ車

両への更新」，

「公共交通に関

する先進技術等

の研究と社会実

装」 

無人運転や水素バスの実

験の場所に積極的に名乗り

を上げ，そのまま実用化につ

なげるべきです。 

無人運転やＧＸ車両の導入

については，県においても地

域公共交通の確保維持に向け

て重要であると認識していま

す。一方で導入には多額な費

用を要すること等が課題と考

えていることから，国が実施

する補助制度の活用可能性等

の検討や，市町村等の関係者

と連携しながら取り組んでま

いります。 



受付 項目 意見の概要 県の考え方 

１ 第８章 ８－３ 

地域旅客運送サ

ービスの持続性

向上 

「子どもをター

ゲットとしたモ

ビリティ・マネ

ジ メ ン ト の 推

進」 

公共交通利用がエコに優

しいということをもっと前

面に出し，幼児教育，小学校

教育にも公共交通について

の学びの時間を増やすべき

です。 

 

 子どもの頃から公共交通に

慣れ親しんでもらうことは，

県としても重要であると考え

ております。 

 「バスの乗り方教室や職業

体験等」の実施に加え，公共交

通の利用促進についても，県

教育委員会等の関係者と連携

しながら取り組んでまいりま

す。 

 

全般 全体的に，自転車を活用し

た案が少ないようですので，

公共交通と自転車を絡めた

視点も大事ではないでしょ

うか。 

 自転車の活用については，

まずは，県も参画する市町村

の協議会等の場において検討

されるものと考えておりま

す。また，県では，「第２次鹿

児島県自転車活用推進計画」

を策定しており，施策の基本

方向として，「シェアサイクル

等の普及促進」や「鉄道や空港

と連携した受入環境の充実」

を掲げています。 

 本計画の策定に当たって

も，県の関連計画や県内各市

町村の地域公共交通計画等と

整合を図ることとしており，

実施施策として「交通モード

を跨いだダイヤ調整・乗継環

境整備」，「交通以外の分野と

の共創の推進」も掲げている

ことから，公共交通と自転車

の連携についても，交通事業

者や市町村等の関係者と連携

しながら取り組んでまいりま

す。 


